
      プロポーザル実施公告 

  次のとおり公募型プロポーザルを行いますので、参加を希望される方は、必

要な書類を提出してください。 

    令和 5年 4月20日 

名古屋市長  河 村 た か し  

 1 事業の概要 

  (1) 事業名    内山小学校始め2校トイレ洋式化改修事業 

（明るいトイレ改修） 

  (2) 事業内容   別紙「募集要項」及び「要求水準書」のとおり 

  (3) 履行期間   契約締結日から令和 6年 3月31日 

  (4) 履行場所   内山小学校：名古屋市千種区内山一丁目4番15号 

城山中学校：名古屋市千種区西崎町1丁目42番地 

  (5) 上限提案価格 32,500千円 

  (6) 発注者    名古屋市 

 2  参加資格 

 本プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる要件をすべて満たして

いることが必要である。 

(1) 参加者等の構成 

ア 参加者は単体企業あるいは複数の構成員からなる任意に結成された連

合体（以下「コンソーシアム」という。）とする。 

イ 単体企業で参加する場合は、「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入札参

加資格者（申請業種：建築工事・管工事・電気工事のいずれか）」の者

であること。 



ウ コンソーシアムは、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。なお、

コンソーシアムの構成員は、他のコンソーシアムの構成員又は単体企業

として本プロポーザルに参加することはできない。また、構成員と資本

面又は人事面において密接な関連のあるものについても、他のコンソー

シアムの構成員になることができない。 

(ｱ) コンソーシアムの構成員は、工事の施工を担当する者及び工事監理

業務を担当する者等、必要とされる事業者からなるものとする。 

(ｲ) コンソーシアムの代表企業（コンソーシアムの構成員の中で応募手

続きを行い、本市との対応窓口となる法人）を応募時に明らかにする

こと。 

(ｳ) コンソーシアムの代表企業は、「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入

札参加資格者（申請業種：建築工事・管工事・電気工事のいずれ

か）」の者であること。 

(ｴ) 雇用期間を特に限定することなく、参加者（コンソーシアムの場合

は代表企業）と 3か月以上の雇用関係にある者を、本業務全体の統括

責任者として専任で配置できること。 

エ 業務実施体制は、事業を円滑に進めるため、以下の体制とする。 

(ｱ) 単体企業あるいはコンソーシアムは、全体業務を統括的に管理する

統括責任者のもと、簡易設計業務における管理技術者、施工業務にお

ける現場代理人、主任技術者又は監理技術者（以下「主任技術者等」

という。）及び工事監理業務における工事監理者を配置する。 

(ｲ) 工事に係る簡易設計業務の管理技術者と工事監理業務の工事監理者

は同一人とすることができる。 

(2) 本事業に参加する単体企業あるいはコンソーシアムの構成員の参加資格

要件 

本事業に参加する単体企業あるいはコンソーシアムの構成員は、参加

表明書の提出日（以下「基準日」という。）において、次に掲げる要件

をすべて満たすものとする。なお、基準日から特定者の決定までの間に、

次に掲げる要件を一つでも満たさなくなった場合は、参加資格を取り消

すものとする。 



ア 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。) 

第 167条の 4第 1項の規定に該当しない者であること。 

イ 施行令第 167条の 4第 2項各号に該当する事実があった後 3年を経

過しない者 (当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱（15

財用第 5号）に基づく指名停止 (以下「指名停止」という。) を受け

ている者を除く。) 又はその者を代理人、支配人その他の使用人若し

くは入札代理人として使用する者でないこと。 

ウ 「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入札参加資格者（申請業種：建築

工事・管工事・電気工事）」を有していない者においては、本事業に

かかる応募書類提出までに資格審査の申請を行い、本契約の締結日ま

でに当該資格を有すると認定された者であること。 

エ 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立

てがなされている者 (同法に基づく更生手続開始の決定後、ウに掲げ

る本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。 

オ 民事再生法（平成11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者 (同法に基づく再生手続開始の決定後、ウに掲げ

る本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。 

カ 中小企業等協同組合法 (昭和24年法律第 181号) 、中小企業団体の

組織に関する法律 (昭和32年法律第 185号) 又は商店街振興組合法 

(昭和37年法律第 141号）又は有限責任事業組合契約に関する法律(平

成17年法律第40号)によって設立された事業協同組合等においては、

当該組合の組合員が本プロポーザルに参加しようとしない者であるこ

と。 

キ 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に指名停止

の期間がない者であること。本市の競争入札参加資格を有しない者に

あっては、本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に

指名停止の措置要件に該当する行為を行っていない者であること。 

ク 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定の日までの間に名

古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書

（平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結）及び



名古屋市が行う調達契約等からの暴力団 関係事業者の排除に関する

取扱要綱（19財契第 103号）に基づく排除措置の期間がない者である

こと。 

ケ 雇用期間を特に限定することなく、参加者と 3か月以上の雇用関

係にあり、要求水準書に示す要件を満たす者を設計管理技術者・監理

業務責任者として配置できること（配置予定者の実績及び資格の確認

は、技術提案時に行うものとする。）。また同様に雇用期間を特に限

定することなく、参加者と 3か月以上の雇用関係にあり、要求水準書

に示す要件を満たす者を現場代理人及び施工管理責任者として、本業

務の施工業務に配置できること（配置予定者は、施工業務の契約期間

が重複する場合は、契約ごとに専任で配置する必要がある。ただし、

配置予定者の兼任については「名古屋市工事請負契約約款」の基準に

よるものとする。また、配置予定者の実績及び資格の確認は、技術提

案時に行うものとする。）。

コ 平成20年度以降に工事が完了し、引渡しが済んだ学校教育法第 1

条に規定する学校（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学

校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校）、各種事

務所又は商業施設等の施設において、トイレ新設または改修の工事を

施工あるいは設計した実績があること。 

 3  参加手続等 

  (1) 担当部署及び問い合わせ先 

      〒460-8508  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

                  名古屋市教育委員会事務局総務部学校施設課営繕係 

                  （名古屋市役所東庁舎 6階） 

                  電話  052-972-3223  ＦＡＸ  052-972-4176 

電子メールアドレス  a3223@kyoiku.city.nagoya.lg.jp 

  (2) 募集要項及び要求水準書等関係資料の入手方法 

      名古屋市ホームページの調達情報サービスからダウンロードする。 

      （調達情報サービス https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/ ） 



(3) 参加表明書の提出 

ア 受付期間 

  令和 5年 4月20日（木）から 6月 5日（月）午後 5時まで 

イ 提出場所 

(1) に同じ 

ウ 提出書類 

参加表明書、参加者構成概要表及び参加資格確認調書 

エ 提出部数 

      1部 

オ 提出方法 

  持参又は郵送（簡易書留又は書留）による 

  郵送の場合は、受付期間内に必着のこと 

  (4) 技術提案書等の提出 

ア 受付期間 

  令和 5年 4月20日（木）から 6月 5日（月）午後 5時まで 

イ 提出場所 

(1) に同じ 

ウ 提出部数 

    5部（正本 1部、副本 4部） 

エ 提出方法 

  持参又は郵送（簡易書留又は書留）による 

  郵送の場合は、受付期間内に必着のこと 

4  審査の手続き及び契約候補者の選定 

 提出された技術提案書等について、別途定めた審査基準書に基づき審査を

実施する。技術提案書等の評価は、学識経験者から選任する「名古屋市立学

校トイレ洋式化改修事業に係るプロポーザル評価委員」が行い、最も優れて

いる提案者を優秀提案者として選定し、契約締結に向けた手続きを行う。評

価に際し、技術提案書のヒアリング審査を次の日程で実施する。 

 ヒアリング審査 日程 令和 5年 6月19日（月） 



 5  その他 

  (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 

      日本語及び日本国通貨 

  (2) 契約保証金の納付義務 

      有。ただし、名古屋市契約規則（昭和39年名古屋市規則第17号）第31条

の規定に該当する場合に免除する。 

(3) 企画提案書等の作成等提案に関して必要となる一切の費用は、提案者の

負担とする。 

  (4) 次に該当する提案は、無効とする。 

ア 本公告に示した参加資格を有しない者の提案 

イ 技術提案書等に虚偽の記載をした者の提案 

ウ 技術提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した提案 

エ 設計施工業務に関する提案価格が上限提案価格を超える提案 

オ 審査の公平性に影響を与える行為をした者の提案 

  (5) 受付期間後は提出された技術提案書等の差替えまたは再提出は認めない

（本市から指示があった場合を除く。）。 

  (6) その他 

  その他詳細は、募集要項及び要求水準書その他関係資料による。 



      プロポーザル実施公告 

  次のとおり公募型プロポーザルを行いますので、参加を希望される方は、必

要な書類を提出してください。 

    令和 5年 4月20日 

名古屋市長  河 村 た か し  

 1 事業の概要 

  (1) 事業名    飯田小学校始め2校トイレ洋式化改修事業 

（明るいトイレ改修） 

  (2) 事業内容   別紙「募集要項」及び「要求水準書」のとおり 

  (3) 履行期間   契約締結日から令和 6年 3月31日 

  (4) 履行場所   飯田小学校：名古屋市北区平安二丁目7番14号 

城西小学校：名古屋市西区城西三丁目14番25号 

  (5) 上限提案価格 35,420千円 

  (6) 発注者    名古屋市 

 2  参加資格 

 本プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる要件をすべて満たして

いることが必要である。 

(1) 参加者等の構成 

ア 参加者は単体企業あるいは複数の構成員からなる任意に結成された連

合体（以下「コンソーシアム」という。）とする。 

イ 単体企業で参加する場合は、「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入札参

加資格者（申請業種：建築工事・管工事・電気工事のいずれか）」の者

であること。 



ウ コンソーシアムは、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。なお、

コンソーシアムの構成員は、他のコンソーシアムの構成員又は単体企業

として本プロポーザルに参加することはできない。また、構成員と資本

面又は人事面において密接な関連のあるものについても、他のコンソー

シアムの構成員になることができない。 

(ｱ) コンソーシアムの構成員は、工事の施工を担当する者及び工事監理

業務を担当する者等、必要とされる事業者からなるものとする。 

(ｲ) コンソーシアムの代表企業（コンソーシアムの構成員の中で応募手

続きを行い、本市との対応窓口となる法人）を応募時に明らかにする

こと。 

(ｳ) コンソーシアムの代表企業は、「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入

札参加資格者（申請業種：建築工事・管工事・電気工事のいずれ

か）」の者であること。 

(ｴ) 雇用期間を特に限定することなく、参加者（コンソーシアムの場合

は代表企業）と 3か月以上の雇用関係にある者を、本業務全体の統括

責任者として専任で配置できること。 

エ 業務実施体制は、事業を円滑に進めるため、以下の体制とする。 

(ｱ) 単体企業あるいはコンソーシアムは、全体業務を統括的に管理する

統括責任者のもと、簡易設計業務における管理技術者、施工業務にお

ける現場代理人、主任技術者又は監理技術者（以下「主任技術者等」

という。）及び工事監理業務における工事監理者を配置する。 

(ｲ) 工事に係る簡易設計業務の管理技術者と工事監理業務の工事監理者

は同一人とすることができる。 

(2) 本事業に参加する単体企業あるいはコンソーシアムの構成員の参加資格

要件 

本事業に参加する単体企業あるいはコンソーシアムの構成員は、参加

表明書の提出日（以下「基準日」という。）において、次に掲げる要件

をすべて満たすものとする。なお、基準日から特定者の決定までの間に、

次に掲げる要件を一つでも満たさなくなった場合は、参加資格を取り消

すものとする。 



ア 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。) 

第 167条の 4第 1項の規定に該当しない者であること。 

イ 施行令第 167条の 4第 2項各号に該当する事実があった後 3年を経

過しない者 (当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱（15

財用第 5号）に基づく指名停止 (以下「指名停止」という。) を受け

ている者を除く。) 又はその者を代理人、支配人その他の使用人若し

くは入札代理人として使用する者でないこと。 

ウ 「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入札参加資格者（申請業種：建築

工事・管工事・電気工事）」を有していない者においては、本事業に

かかる応募書類提出までに資格審査の申請を行い、本契約の締結日ま

でに当該資格を有すると認定された者であること。 

エ 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立

てがなされている者 (同法に基づく更生手続開始の決定後、ウに掲げ

る本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。 

オ 民事再生法（平成11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者 (同法に基づく再生手続開始の決定後、ウに掲げ

る本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。 

カ 中小企業等協同組合法 (昭和24年法律第 181号) 、中小企業団体の

組織に関する法律 (昭和32年法律第 185号) 又は商店街振興組合法 

(昭和37年法律第 141号）又は有限責任事業組合契約に関する法律(平

成17年法律第40号)によって設立された事業協同組合等においては、

当該組合の組合員が本プロポーザルに参加しようとしない者であるこ

と。 

キ 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に指名停止

の期間がない者であること。本市の競争入札参加資格を有しない者に

あっては、本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に

指名停止の措置要件に該当する行為を行っていない者であること。 

ク 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定の日までの間に名

古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書

（平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結）及び



名古屋市が行う調達契約等からの暴力団 関係事業者の排除に関する

取扱要綱（19財契第 103号）に基づく排除措置の期間がない者である

こと。 

ケ 雇用期間を特に限定することなく、参加者と 3か月以上の雇用関

係にあり、要求水準書に示す要件を満たす者を設計管理技術者・監理

業務責任者として配置できること（配置予定者の実績及び資格の確認

は、技術提案時に行うものとする。）。また同様に雇用期間を特に限

定することなく、参加者と 3か月以上の雇用関係にあり、要求水準書

に示す要件を満たす者を現場代理人及び施工管理責任者として、本業

務の施工業務に配置できること（配置予定者は、施工業務の契約期間

が重複する場合は、契約ごとに専任で配置する必要がある。ただし、

配置予定者の兼任については「名古屋市工事請負契約約款」の基準に

よるものとする。また、配置予定者の実績及び資格の確認は、技術提

案時に行うものとする。）。

コ 平成20年度以降に工事が完了し、引渡しが済んだ学校教育法第 1

条に規定する学校（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学

校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校）、各種事

務所又は商業施設等の施設において、トイレ新設または改修の工事を

施工あるいは設計した実績があること。 

 3  参加手続等 

  (1) 担当部署及び問い合わせ先 

      〒460-8508  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

                  名古屋市教育委員会事務局総務部学校施設課営繕係 

                  （名古屋市役所東庁舎 6階） 

                  電話  052-972-3223  ＦＡＸ  052-972-4176 

電子メールアドレス  a3223@kyoiku.city.nagoya.lg.jp 

  (2) 募集要項及び要求水準書等関係資料の入手方法 

      名古屋市ホームページの調達情報サービスからダウンロードする。 

      （調達情報サービス https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/ ） 



(3) 参加表明書の提出 

ア 受付期間 

  令和 5年 4月20日（木）から 6月 5日（月）午後 5時まで 

イ 提出場所 

(1) に同じ 

ウ 提出書類 

参加表明書、参加者構成概要表及び参加資格確認調書 

エ 提出部数 

      1部 

オ 提出方法 

  持参又は郵送（簡易書留又は書留）による 

  郵送の場合は、受付期間内に必着のこと 

  (4) 技術提案書等の提出 

ア 受付期間 

  令和 5年 4月20日（木）から 6月 5日（月）午後 5時まで 

イ 提出場所 

(1) に同じ 

ウ 提出部数 

    5部（正本 1部、副本 4部） 

エ 提出方法 

  持参又は郵送（簡易書留又は書留）による 

  郵送の場合は、受付期間内に必着のこと 

4  審査の手続き及び契約候補者の選定 

 提出された技術提案書等について、別途定めた審査基準書に基づき審査を

実施する。技術提案書等の評価は、学識経験者から選任する「名古屋市立学

校トイレ洋式化改修事業に係るプロポーザル評価委員」が行い、最も優れて

いる提案者を優秀提案者として選定し、契約締結に向けた手続きを行う。評

価に際し、技術提案書のヒアリング審査を次の日程で実施する。 

 ヒアリング審査 日程 令和 5年 6月19日（月） 



 5  その他 

  (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 

      日本語及び日本国通貨 

  (2) 契約保証金の納付義務 

      有。ただし、名古屋市契約規則（昭和39年名古屋市規則第17号）第31条

の規定に該当する場合に免除する。 

(3) 企画提案書等の作成等提案に関して必要となる一切の費用は、提案者の

負担とする。 

  (4) 次に該当する提案は、無効とする。 

ア 本公告に示した参加資格を有しない者の提案 

イ 技術提案書等に虚偽の記載をした者の提案 

ウ 技術提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した提案 

エ 設計施工業務に関する提案価格が上限提案価格を超える提案 

オ 審査の公平性に影響を与える行為をした者の提案 

  (5) 受付期間後は提出された技術提案書等の差替えまたは再提出は認めない

（本市から指示があった場合を除く。）。 

  (6) その他 

  その他詳細は、募集要項及び要求水準書その他関係資料による。 



      プロポーザル実施公告 

  次のとおり公募型プロポーザルを行いますので、参加を希望される方は、必

要な書類を提出してください。 

    令和 5年 4月20日 

名古屋市長  河 村 た か し  

 1 事業の概要 

  (1) 事業名    庄内小学校始め2校トイレ洋式化改修事業 

（明るいトイレ改修） 

  (2) 事業内容   別紙「募集要項」及び「要求水準書」のとおり 

  (3) 履行期間   契約締結日から令和 6年 3月31日 

  (4) 履行場所   庄内小学校：名古屋市西区新福寺町2丁目5番地の1 

浮野小学校：名古屋市西区浮野町98番地 

  (5) 上限提案価格 52,160千円 

  (6) 発注者    名古屋市 

 2  参加資格 

 本プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる要件をすべて満たして

いることが必要である。 

(1) 参加者等の構成 

ア 参加者は単体企業あるいは複数の構成員からなる任意に結成された連

合体（以下「コンソーシアム」という。）とする。 

イ 単体企業で参加する場合は、「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入札参

加資格者（申請業種：建築工事・管工事・電気工事のいずれか）」の者

であること。 



ウ コンソーシアムは、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。なお、

コンソーシアムの構成員は、他のコンソーシアムの構成員又は単体企業

として本プロポーザルに参加することはできない。また、構成員と資本

面又は人事面において密接な関連のあるものについても、他のコンソー

シアムの構成員になることができない。 

(ｱ) コンソーシアムの構成員は、工事の施工を担当する者及び工事監理

業務を担当する者等、必要とされる事業者からなるものとする。 

(ｲ) コンソーシアムの代表企業（コンソーシアムの構成員の中で応募手

続きを行い、本市との対応窓口となる法人）を応募時に明らかにする

こと。 

(ｳ) コンソーシアムの代表企業は、「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入

札参加資格者（申請業種：建築工事・管工事・電気工事のいずれ

か）」の者であること。 

(ｴ) 雇用期間を特に限定することなく、参加者（コンソーシアムの場合

は代表企業）と 3か月以上の雇用関係にある者を、本業務全体の統括

責任者として専任で配置できること。 

エ 業務実施体制は、事業を円滑に進めるため、以下の体制とする。 

(ｱ) 単体企業あるいはコンソーシアムは、全体業務を統括的に管理する

統括責任者のもと、簡易設計業務における管理技術者、施工業務にお

ける現場代理人、主任技術者又は監理技術者（以下「主任技術者等」

という。）及び工事監理業務における工事監理者を配置する。 

(ｲ) 工事に係る簡易設計業務の管理技術者と工事監理業務の工事監理者

は同一人とすることができる。 

(2) 本事業に参加する単体企業あるいはコンソーシアムの構成員の参加資格

要件 

本事業に参加する単体企業あるいはコンソーシアムの構成員は、参加

表明書の提出日（以下「基準日」という。）において、次に掲げる要件

をすべて満たすものとする。なお、基準日から特定者の決定までの間に、

次に掲げる要件を一つでも満たさなくなった場合は、参加資格を取り消

すものとする。 



ア 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。) 

第 167条の 4第 1項の規定に該当しない者であること。 

イ 施行令第 167条の 4第 2項各号に該当する事実があった後 3年を経

過しない者 (当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱（15

財用第 5号）に基づく指名停止 (以下「指名停止」という。) を受け

ている者を除く。) 又はその者を代理人、支配人その他の使用人若し

くは入札代理人として使用する者でないこと。 

ウ 「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入札参加資格者（申請業種：建築

工事・管工事・電気工事）」を有していない者においては、本事業に

かかる応募書類提出までに資格審査の申請を行い、本契約の締結日ま

でに当該資格を有すると認定された者であること。 

エ 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立

てがなされている者 (同法に基づく更生手続開始の決定後、ウに掲げ

る本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。 

オ 民事再生法（平成11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者 (同法に基づく再生手続開始の決定後、ウに掲げ

る本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。 

カ 中小企業等協同組合法 (昭和24年法律第 181号) 、中小企業団体の

組織に関する法律 (昭和32年法律第 185号) 又は商店街振興組合法 

(昭和37年法律第 141号）又は有限責任事業組合契約に関する法律(平

成17年法律第40号)によって設立された事業協同組合等においては、

当該組合の組合員が本プロポーザルに参加しようとしない者であるこ

と。 

キ 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に指名停止

の期間がない者であること。本市の競争入札参加資格を有しない者に

あっては、本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に

指名停止の措置要件に該当する行為を行っていない者であること。 

ク 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定の日までの間に名

古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書

（平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結）及び



名古屋市が行う調達契約等からの暴力団 関係事業者の排除に関する

取扱要綱（19財契第 103号）に基づく排除措置の期間がない者である

こと。 

ケ 雇用期間を特に限定することなく、参加者と 3か月以上の雇用関

係にあり、要求水準書に示す要件を満たす者を設計管理技術者・監理

業務責任者として配置できること（配置予定者の実績及び資格の確認

は、技術提案時に行うものとする。）。また同様に雇用期間を特に限

定することなく、参加者と 3か月以上の雇用関係にあり、要求水準書

に示す要件を満たす者を現場代理人及び施工管理責任者として、本業

務の施工業務に配置できること（配置予定者は、施工業務の契約期間

が重複する場合は、契約ごとに専任で配置する必要がある。ただし、

配置予定者の兼任については「名古屋市工事請負契約約款」の基準に

よるものとする。また、配置予定者の実績及び資格の確認は、技術提

案時に行うものとする。）。

コ 平成20年度以降に工事が完了し、引渡しが済んだ学校教育法第 1

条に規定する学校（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学

校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校）、各種事

務所又は商業施設等の施設において、トイレ新設または改修の工事を

施工あるいは設計した実績があること。 

 3  参加手続等 

  (1) 担当部署及び問い合わせ先 

      〒460-8508  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

                  名古屋市教育委員会事務局総務部学校施設課営繕係 

                  （名古屋市役所東庁舎 6階） 

                  電話  052-972-3223  ＦＡＸ  052-972-4176 

電子メールアドレス  a3223@kyoiku.city.nagoya.lg.jp 

  (2) 募集要項及び要求水準書等関係資料の入手方法 

      名古屋市ホームページの調達情報サービスからダウンロードする。 

      （調達情報サービス https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/ ） 



(3) 参加表明書の提出 

ア 受付期間 

  令和 5年 4月20日（木）から 6月 5日（月）午後 5時まで 

イ 提出場所 

(1) に同じ 

ウ 提出書類 

参加表明書、参加者構成概要表及び参加資格確認調書 

エ 提出部数 

      1部 

オ 提出方法 

  持参又は郵送（簡易書留又は書留）による 

  郵送の場合は、受付期間内に必着のこと 

  (4) 技術提案書等の提出 

ア 受付期間 

  令和 5年 4月20日（木）から 6月 5日（月）午後 5時まで 

イ 提出場所 

(1) に同じ 

ウ 提出部数 

    5部（正本 1部、副本 4部） 

エ 提出方法 

  持参又は郵送（簡易書留又は書留）による 

  郵送の場合は、受付期間内に必着のこと 

4  審査の手続き及び契約候補者の選定 

 提出された技術提案書等について、別途定めた審査基準書に基づき審査を

実施する。技術提案書等の評価は、学識経験者から選任する「名古屋市立学

校トイレ洋式化改修事業に係るプロポーザル評価委員」が行い、最も優れて

いる提案者を優秀提案者として選定し、契約締結に向けた手続きを行う。評

価に際し、技術提案書のヒアリング審査を次の日程で実施する。 

 ヒアリング審査 日程 令和 5年 6月19日（月） 



 5  その他 

  (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 

      日本語及び日本国通貨 

  (2) 契約保証金の納付義務 

      有。ただし、名古屋市契約規則（昭和39年名古屋市規則第17号）第31条

の規定に該当する場合に免除する。 

(3) 企画提案書等の作成等提案に関して必要となる一切の費用は、提案者の

負担とする。 

  (4) 次に該当する提案は、無効とする。 

ア 本公告に示した参加資格を有しない者の提案 

イ 技術提案書等に虚偽の記載をした者の提案 

ウ 技術提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した提案 

エ 設計施工業務に関する提案価格が上限提案価格を超える提案 

オ 審査の公平性に影響を与える行為をした者の提案 

  (5) 受付期間後は提出された技術提案書等の差替えまたは再提出は認めない

（本市から指示があった場合を除く。）。 

  (6) その他 

  その他詳細は、募集要項及び要求水準書その他関係資料による。 



      プロポーザル実施公告 

  次のとおり公募型プロポーザルを行いますので、参加を希望される方は、必

要な書類を提出してください。 

    令和 5年 4月20日 

名古屋市長  河 村 た か し  

 1 事業の概要 

  (1) 事業名    米野小学校始め2校トイレ洋式化改修事業 

（明るいトイレ改修） 

  (2) 事業内容   別紙「募集要項」及び「要求水準書」のとおり 

  (3) 履行期間   契約締結日から令和 6年 3月31日 

  (4) 履行場所   米野小学校：名古屋市中村区権現通1丁目28番地 

大須小学校：名古屋市中区大須一丁目31番4号 

  (5) 上限提案価格 35,840千円 

  (6) 発注者    名古屋市 

 2  参加資格 

 本プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる要件をすべて満たして

いることが必要である。 

(1) 参加者等の構成 

ア 参加者は単体企業あるいは複数の構成員からなる任意に結成された連

合体（以下「コンソーシアム」という。）とする。 

イ 単体企業で参加する場合は、「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入札参

加資格者（申請業種：建築工事・管工事・電気工事のいずれか）」の者

であること。 



ウ コンソーシアムは、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。なお、

コンソーシアムの構成員は、他のコンソーシアムの構成員又は単体企業

として本プロポーザルに参加することはできない。また、構成員と資本

面又は人事面において密接な関連のあるものについても、他のコンソー

シアムの構成員になることができない。 

(ｱ) コンソーシアムの構成員は、工事の施工を担当する者及び工事監理

業務を担当する者等、必要とされる事業者からなるものとする。 

(ｲ) コンソーシアムの代表企業（コンソーシアムの構成員の中で応募手

続きを行い、本市との対応窓口となる法人）を応募時に明らかにする

こと。 

(ｳ) コンソーシアムの代表企業は、「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入

札参加資格者（申請業種：建築工事・管工事・電気工事のいずれ

か）」の者であること。 

(ｴ) 雇用期間を特に限定することなく、参加者（コンソーシアムの場合

は代表企業）と 3か月以上の雇用関係にある者を、本業務全体の統括

責任者として専任で配置できること。 

エ 業務実施体制は、事業を円滑に進めるため、以下の体制とする。 

(ｱ) 単体企業あるいはコンソーシアムは、全体業務を統括的に管理する

統括責任者のもと、簡易設計業務における管理技術者、施工業務にお

ける現場代理人、主任技術者又は監理技術者（以下「主任技術者等」

という。）及び工事監理業務における工事監理者を配置する。 

(ｲ) 工事に係る簡易設計業務の管理技術者と工事監理業務の工事監理者

は同一人とすることができる。 

(2) 本事業に参加する単体企業あるいはコンソーシアムの構成員の参加資格

要件 

本事業に参加する単体企業あるいはコンソーシアムの構成員は、参加

表明書の提出日（以下「基準日」という。）において、次に掲げる要件

をすべて満たすものとする。なお、基準日から特定者の決定までの間に、

次に掲げる要件を一つでも満たさなくなった場合は、参加資格を取り消

すものとする。 



ア 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。) 

第 167条の 4第 1項の規定に該当しない者であること。 

イ 施行令第 167条の 4第 2項各号に該当する事実があった後 3年を経

過しない者 (当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱（15

財用第 5号）に基づく指名停止 (以下「指名停止」という。) を受け

ている者を除く。) 又はその者を代理人、支配人その他の使用人若し

くは入札代理人として使用する者でないこと。 

ウ 「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入札参加資格者（申請業種：建築

工事・管工事・電気工事）」を有していない者においては、本事業に

かかる応募書類提出までに資格審査の申請を行い、本契約の締結日ま

でに当該資格を有すると認定された者であること。 

エ 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立

てがなされている者 (同法に基づく更生手続開始の決定後、ウに掲げ

る本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。 

オ 民事再生法（平成11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者 (同法に基づく再生手続開始の決定後、ウに掲げ

る本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。 

カ 中小企業等協同組合法 (昭和24年法律第 181号) 、中小企業団体の

組織に関する法律 (昭和32年法律第 185号) 又は商店街振興組合法 

(昭和37年法律第 141号）又は有限責任事業組合契約に関する法律(平

成17年法律第40号)によって設立された事業協同組合等においては、

当該組合の組合員が本プロポーザルに参加しようとしない者であるこ

と。 

キ 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に指名停止

の期間がない者であること。本市の競争入札参加資格を有しない者に

あっては、本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に

指名停止の措置要件に該当する行為を行っていない者であること。 

ク 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定の日までの間に名

古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書

（平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結）及び



名古屋市が行う調達契約等からの暴力団 関係事業者の排除に関する

取扱要綱（19財契第 103号）に基づく排除措置の期間がない者である

こと。 

ケ 雇用期間を特に限定することなく、参加者と 3か月以上の雇用関

係にあり、要求水準書に示す要件を満たす者を設計管理技術者・監理

業務責任者として配置できること（配置予定者の実績及び資格の確認

は、技術提案時に行うものとする。）。また同様に雇用期間を特に限

定することなく、参加者と 3か月以上の雇用関係にあり、要求水準書

に示す要件を満たす者を現場代理人及び施工管理責任者として、本業

務の施工業務に配置できること（配置予定者は、施工業務の契約期間

が重複する場合は、契約ごとに専任で配置する必要がある。ただし、

配置予定者の兼任については「名古屋市工事請負契約約款」の基準に

よるものとする。また、配置予定者の実績及び資格の確認は、技術提

案時に行うものとする。）。

コ 平成20年度以降に工事が完了し、引渡しが済んだ学校教育法第 1

条に規定する学校（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学

校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校）、各種事

務所又は商業施設等の施設において、トイレ新設または改修の工事を

施工あるいは設計した実績があること。 

 3  参加手続等 

  (1) 担当部署及び問い合わせ先 

      〒460-8508  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

                  名古屋市教育委員会事務局総務部学校施設課営繕係 

                  （名古屋市役所東庁舎 6階） 

                  電話  052-972-3223  ＦＡＸ  052-972-4176 

電子メールアドレス  a3223@kyoiku.city.nagoya.lg.jp 

  (2) 募集要項及び要求水準書等関係資料の入手方法 

      名古屋市ホームページの調達情報サービスからダウンロードする。 

      （調達情報サービス https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/ ） 



(3) 参加表明書の提出 

ア 受付期間 

  令和 5年 4月20日（木）から 6月 5日（月）午後 5時まで 

イ 提出場所 

(1) に同じ 

ウ 提出書類 

参加表明書、参加者構成概要表及び参加資格確認調書 

エ 提出部数 

      1部 

オ 提出方法 

  持参又は郵送（簡易書留又は書留）による 

  郵送の場合は、受付期間内に必着のこと 

  (4) 技術提案書等の提出 

ア 受付期間 

  令和 5年 4月20日（木）から 6月 5日（月）午後 5時まで 

イ 提出場所 

(1) に同じ 

ウ 提出部数 

    5部（正本 1部、副本 4部） 

エ 提出方法 

  持参又は郵送（簡易書留又は書留）による 

  郵送の場合は、受付期間内に必着のこと 

4  審査の手続き及び契約候補者の選定 

 提出された技術提案書等について、別途定めた審査基準書に基づき審査を

実施する。技術提案書等の評価は、学識経験者から選任する「名古屋市立学

校トイレ洋式化改修事業に係るプロポーザル評価委員」が行い、最も優れて

いる提案者を優秀提案者として選定し、契約締結に向けた手続きを行う。評

価に際し、技術提案書のヒアリング審査を次の日程で実施する。 

 ヒアリング審査 日程 令和 5年 6月19日（月） 



 5  その他 

  (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 

      日本語及び日本国通貨 

  (2) 契約保証金の納付義務 

      有。ただし、名古屋市契約規則（昭和39年名古屋市規則第17号）第31条

の規定に該当する場合に免除する。 

(3) 企画提案書等の作成等提案に関して必要となる一切の費用は、提案者の

負担とする。 

  (4) 次に該当する提案は、無効とする。 

ア 本公告に示した参加資格を有しない者の提案 

イ 技術提案書等に虚偽の記載をした者の提案 

ウ 技術提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した提案 

エ 設計施工業務に関する提案価格が上限提案価格を超える提案 

オ 審査の公平性に影響を与える行為をした者の提案 

  (5) 受付期間後は提出された技術提案書等の差替えまたは再提出は認めない

（本市から指示があった場合を除く。）。 

  (6) その他 

  その他詳細は、募集要項及び要求水準書その他関係資料による。 



      プロポーザル実施公告 

  次のとおり公募型プロポーザルを行いますので、参加を希望される方は、必

要な書類を提出してください。 

    令和 5年 4月20日 

名古屋市長  河 村 た か し  

 1 事業の概要 

  (1) 事業名    千早小学校始め2校トイレ洋式化改修事業 

（明るいトイレ改修） 

  (2) 事業内容   別紙「募集要項」及び「要求水準書」のとおり 

  (3) 履行期間   契約締結日から令和 6年 3月31日 

  (4) 履行場所   千早小学校：名古屋市中区新栄一丁目44番36号 

大宝小学校：名古屋市熱田区大宝三丁目8番43号 

  (5) 上限提案価格 28,540千円 

  (6) 発注者    名古屋市 

 2  参加資格 

 本プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる要件をすべて満たして

いることが必要である。 

(1) 参加者等の構成 

ア 参加者は単体企業あるいは複数の構成員からなる任意に結成された連

合体（以下「コンソーシアム」という。）とする。 

イ 単体企業で参加する場合は、「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入札参

加資格者（申請業種：建築工事・管工事・電気工事のいずれか）」の者

であること。 



ウ コンソーシアムは、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。なお、

コンソーシアムの構成員は、他のコンソーシアムの構成員又は単体企業

として本プロポーザルに参加することはできない。また、構成員と資本

面又は人事面において密接な関連のあるものについても、他のコンソー

シアムの構成員になることができない。 

(ｱ) コンソーシアムの構成員は、工事の施工を担当する者及び工事監理

業務を担当する者等、必要とされる事業者からなるものとする。 

(ｲ) コンソーシアムの代表企業（コンソーシアムの構成員の中で応募手

続きを行い、本市との対応窓口となる法人）を応募時に明らかにする

こと。 

(ｳ) コンソーシアムの代表企業は、「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入

札参加資格者（申請業種：建築工事・管工事・電気工事のいずれ

か）」の者であること。 

(ｴ) 雇用期間を特に限定することなく、参加者（コンソーシアムの場合

は代表企業）と 3か月以上の雇用関係にある者を、本業務全体の統括

責任者として専任で配置できること。 

エ 業務実施体制は、事業を円滑に進めるため、以下の体制とする。 

(ｱ) 単体企業あるいはコンソーシアムは、全体業務を統括的に管理する

統括責任者のもと、簡易設計業務における管理技術者、施工業務にお

ける現場代理人、主任技術者又は監理技術者（以下「主任技術者等」

という。）及び工事監理業務における工事監理者を配置する。 

(ｲ) 工事に係る簡易設計業務の管理技術者と工事監理業務の工事監理者

は同一人とすることができる。 

(2) 本事業に参加する単体企業あるいはコンソーシアムの構成員の参加資格

要件 

本事業に参加する単体企業あるいはコンソーシアムの構成員は、参加

表明書の提出日（以下「基準日」という。）において、次に掲げる要件

をすべて満たすものとする。なお、基準日から特定者の決定までの間に、

次に掲げる要件を一つでも満たさなくなった場合は、参加資格を取り消

すものとする。 



ア 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。) 

第 167条の 4第 1項の規定に該当しない者であること。 

イ 施行令第 167条の 4第 2項各号に該当する事実があった後 3年を経

過しない者 (当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱（15

財用第 5号）に基づく指名停止 (以下「指名停止」という。) を受け

ている者を除く。) 又はその者を代理人、支配人その他の使用人若し

くは入札代理人として使用する者でないこと。 

ウ 「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入札参加資格者（申請業種：建築

工事・管工事・電気工事）」を有していない者においては、本事業に

かかる応募書類提出までに資格審査の申請を行い、本契約の締結日ま

でに当該資格を有すると認定された者であること。 

エ 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立

てがなされている者 (同法に基づく更生手続開始の決定後、ウに掲げ

る本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。 

オ 民事再生法（平成11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者 (同法に基づく再生手続開始の決定後、ウに掲げ

る本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。 

カ 中小企業等協同組合法 (昭和24年法律第 181号) 、中小企業団体の

組織に関する法律 (昭和32年法律第 185号) 又は商店街振興組合法 

(昭和37年法律第 141号）又は有限責任事業組合契約に関する法律(平

成17年法律第40号)によって設立された事業協同組合等においては、

当該組合の組合員が本プロポーザルに参加しようとしない者であるこ

と。 

キ 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に指名停止

の期間がない者であること。本市の競争入札参加資格を有しない者に

あっては、本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に

指名停止の措置要件に該当する行為を行っていない者であること。 

ク 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定の日までの間に名

古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書

（平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結）及び



名古屋市が行う調達契約等からの暴力団 関係事業者の排除に関する

取扱要綱（19財契第 103号）に基づく排除措置の期間がない者である

こと。 

ケ 雇用期間を特に限定することなく、参加者と 3か月以上の雇用関

係にあり、要求水準書に示す要件を満たす者を設計管理技術者・監理

業務責任者として配置できること（配置予定者の実績及び資格の確認

は、技術提案時に行うものとする。）。また同様に雇用期間を特に限

定することなく、参加者と 3か月以上の雇用関係にあり、要求水準書

に示す要件を満たす者を現場代理人及び施工管理責任者として、本業

務の施工業務に配置できること（配置予定者は、施工業務の契約期間

が重複する場合は、契約ごとに専任で配置する必要がある。ただし、

配置予定者の兼任については「名古屋市工事請負契約約款」の基準に

よるものとする。また、配置予定者の実績及び資格の確認は、技術提

案時に行うものとする。）。

コ 平成20年度以降に工事が完了し、引渡しが済んだ学校教育法第 1

条に規定する学校（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学

校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校）、各種事

務所又は商業施設等の施設において、トイレ新設または改修の工事を

施工あるいは設計した実績があること。 

 3  参加手続等 

  (1) 担当部署及び問い合わせ先 

      〒460-8508  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

                  名古屋市教育委員会事務局総務部学校施設課営繕係 

                  （名古屋市役所東庁舎 6階） 

                  電話  052-972-3223  ＦＡＸ  052-972-4176 

電子メールアドレス  a3223@kyoiku.city.nagoya.lg.jp 

  (2) 募集要項及び要求水準書等関係資料の入手方法 

      名古屋市ホームページの調達情報サービスからダウンロードする。 

      （調達情報サービス https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/ ） 



(3) 参加表明書の提出 

ア 受付期間 

  令和 5年 4月20日（木）から 6月 5日（月）午後 5時まで 

イ 提出場所 

(1) に同じ 

ウ 提出書類 

参加表明書、参加者構成概要表及び参加資格確認調書 

エ 提出部数 

      1部 

オ 提出方法 

  持参又は郵送（簡易書留又は書留）による 

  郵送の場合は、受付期間内に必着のこと 

  (4) 技術提案書等の提出 

ア 受付期間 

  令和 5年 4月20日（木）から 6月 5日（月）午後 5時まで 

イ 提出場所 

(1) に同じ 

ウ 提出部数 

    5部（正本 1部、副本 4部） 

エ 提出方法 

  持参又は郵送（簡易書留又は書留）による 

  郵送の場合は、受付期間内に必着のこと 

4  審査の手続き及び契約候補者の選定 

 提出された技術提案書等について、別途定めた審査基準書に基づき審査を

実施する。技術提案書等の評価は、学識経験者から選任する「名古屋市立学

校トイレ洋式化改修事業に係るプロポーザル評価委員」が行い、最も優れて

いる提案者を優秀提案者として選定し、契約締結に向けた手続きを行う。評

価に際し、技術提案書のヒアリング審査を次の日程で実施する。 

 ヒアリング審査 日程 令和 5年 6月19日（月） 



 5  その他 

  (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 

      日本語及び日本国通貨 

  (2) 契約保証金の納付義務 

      有。ただし、名古屋市契約規則（昭和39年名古屋市規則第17号）第31条

の規定に該当する場合に免除する。 

(3) 企画提案書等の作成等提案に関して必要となる一切の費用は、提案者の

負担とする。 

  (4) 次に該当する提案は、無効とする。 

ア 本公告に示した参加資格を有しない者の提案 

イ 技術提案書等に虚偽の記載をした者の提案 

ウ 技術提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した提案 

エ 設計施工業務に関する提案価格が上限提案価格を超える提案 

オ 審査の公平性に影響を与える行為をした者の提案 

  (5) 受付期間後は提出された技術提案書等の差替えまたは再提出は認めない

（本市から指示があった場合を除く。）。 

  (6) その他 

  その他詳細は、募集要項及び要求水準書その他関係資料による。 



      プロポーザル実施公告 

  次のとおり公募型プロポーザルを行いますので、参加を希望される方は、必

要な書類を提出してください。 

    令和 5年 4月20日 

名古屋市長  河 村 た か し  

 1 事業の概要 

  (1) 事業名    正色小学校始め2校トイレ洋式化改修事業 

（明るいトイレ改修） 

  (2) 事業内容   別紙「募集要項」及び「要求水準書」のとおり 

  (3) 履行期間   契約締結日から令和 6年 3月31日 

  (4) 履行場所   正色小学校：名古屋市中川区下之一色町字権野107番地 

高杉中学校：名古屋市中川区高杉町133番地 

  (5) 上限提案価格 57,340千円 

  (6) 発注者    名古屋市 

 2  参加資格 

 本プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる要件をすべて満たして

いることが必要である。 

(1) 参加者等の構成 

ア 参加者は単体企業あるいは複数の構成員からなる任意に結成された連

合体（以下「コンソーシアム」という。）とする。 

イ 単体企業で参加する場合は、「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入札参

加資格者（申請業種：建築工事・管工事・電気工事のいずれか）」の者

であること。 



ウ コンソーシアムは、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。なお、

コンソーシアムの構成員は、他のコンソーシアムの構成員又は単体企業

として本プロポーザルに参加することはできない。また、構成員と資本

面又は人事面において密接な関連のあるものについても、他のコンソー

シアムの構成員になることができない。 

(ｱ) コンソーシアムの構成員は、工事の施工を担当する者及び工事監理

業務を担当する者等、必要とされる事業者からなるものとする。 

(ｲ) コンソーシアムの代表企業（コンソーシアムの構成員の中で応募手

続きを行い、本市との対応窓口となる法人）を応募時に明らかにする

こと。 

(ｳ) コンソーシアムの代表企業は、「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入

札参加資格者（申請業種：建築工事・管工事・電気工事のいずれ

か）」の者であること。 

(ｴ) 雇用期間を特に限定することなく、参加者（コンソーシアムの場合

は代表企業）と 3か月以上の雇用関係にある者を、本業務全体の統括

責任者として専任で配置できること。 

エ 業務実施体制は、事業を円滑に進めるため、以下の体制とする。 

(ｱ) 単体企業あるいはコンソーシアムは、全体業務を統括的に管理する

統括責任者のもと、簡易設計業務における管理技術者、施工業務にお

ける現場代理人、主任技術者又は監理技術者（以下「主任技術者等」

という。）及び工事監理業務における工事監理者を配置する。 

(ｲ) 工事に係る簡易設計業務の管理技術者と工事監理業務の工事監理者

は同一人とすることができる。 

(2) 本事業に参加する単体企業あるいはコンソーシアムの構成員の参加資格

要件 

本事業に参加する単体企業あるいはコンソーシアムの構成員は、参加

表明書の提出日（以下「基準日」という。）において、次に掲げる要件

をすべて満たすものとする。なお、基準日から特定者の決定までの間に、

次に掲げる要件を一つでも満たさなくなった場合は、参加資格を取り消

すものとする。 



ア 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。) 

第 167条の 4第 1項の規定に該当しない者であること。 

イ 施行令第 167条の 4第 2項各号に該当する事実があった後 3年を経

過しない者 (当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱（15

財用第 5号）に基づく指名停止 (以下「指名停止」という。) を受け

ている者を除く。) 又はその者を代理人、支配人その他の使用人若し

くは入札代理人として使用する者でないこと。 

ウ 「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入札参加資格者（申請業種：建築

工事・管工事・電気工事）」を有していない者においては、本事業に

かかる応募書類提出までに資格審査の申請を行い、本契約の締結日ま

でに当該資格を有すると認定された者であること。 

エ 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立

てがなされている者 (同法に基づく更生手続開始の決定後、ウに掲げ

る本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。 

オ 民事再生法（平成11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者 (同法に基づく再生手続開始の決定後、ウに掲げ

る本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。 

カ 中小企業等協同組合法 (昭和24年法律第 181号) 、中小企業団体の

組織に関する法律 (昭和32年法律第 185号) 又は商店街振興組合法 

(昭和37年法律第 141号）又は有限責任事業組合契約に関する法律(平

成17年法律第40号)によって設立された事業協同組合等においては、

当該組合の組合員が本プロポーザルに参加しようとしない者であるこ

と。 

キ 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に指名停止

の期間がない者であること。本市の競争入札参加資格を有しない者に

あっては、本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に

指名停止の措置要件に該当する行為を行っていない者であること。 

ク 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定の日までの間に名

古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書

（平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結）及び



名古屋市が行う調達契約等からの暴力団 関係事業者の排除に関する

取扱要綱（19財契第 103号）に基づく排除措置の期間がない者である

こと。 

ケ 雇用期間を特に限定することなく、参加者と 3か月以上の雇用関

係にあり、要求水準書に示す要件を満たす者を設計管理技術者・監理

業務責任者として配置できること（配置予定者の実績及び資格の確認

は、技術提案時に行うものとする。）。また同様に雇用期間を特に限

定することなく、参加者と 3か月以上の雇用関係にあり、要求水準書

に示す要件を満たす者を現場代理人及び施工管理責任者として、本業

務の施工業務に配置できること（配置予定者は、施工業務の契約期間

が重複する場合は、契約ごとに専任で配置する必要がある。ただし、

配置予定者の兼任については「名古屋市工事請負契約約款」の基準に

よるものとする。また、配置予定者の実績及び資格の確認は、技術提

案時に行うものとする。）。

コ 平成20年度以降に工事が完了し、引渡しが済んだ学校教育法第 1

条に規定する学校（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学

校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校）、各種事

務所又は商業施設等の施設において、トイレ新設または改修の工事を

施工あるいは設計した実績があること。 

 3  参加手続等 

  (1) 担当部署及び問い合わせ先 

      〒460-8508  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

                  名古屋市教育委員会事務局総務部学校施設課営繕係 

                  （名古屋市役所東庁舎 6階） 

                  電話  052-972-3223  ＦＡＸ  052-972-4176 

電子メールアドレス  a3223@kyoiku.city.nagoya.lg.jp 

  (2) 募集要項及び要求水準書等関係資料の入手方法 

      名古屋市ホームページの調達情報サービスからダウンロードする。 

      （調達情報サービス https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/ ） 



(3) 参加表明書の提出 

ア 受付期間 

  令和 5年 4月20日（木）から 6月 5日（月）午後 5時まで 

イ 提出場所 

(1) に同じ 

ウ 提出書類 

参加表明書、参加者構成概要表及び参加資格確認調書 

エ 提出部数 

      1部 

オ 提出方法 

  持参又は郵送（簡易書留又は書留）による 

  郵送の場合は、受付期間内に必着のこと 

  (4) 技術提案書等の提出 

ア 受付期間 

  令和 5年 4月20日（木）から 6月 5日（月）午後 5時まで 

イ 提出場所 

(1) に同じ 

ウ 提出部数 

    5部（正本 1部、副本 4部） 

エ 提出方法 

  持参又は郵送（簡易書留又は書留）による 

  郵送の場合は、受付期間内に必着のこと 

4  審査の手続き及び契約候補者の選定 

 提出された技術提案書等について、別途定めた審査基準書に基づき審査を

実施する。技術提案書等の評価は、学識経験者から選任する「名古屋市立学

校トイレ洋式化改修事業に係るプロポーザル評価委員」が行い、最も優れて

いる提案者を優秀提案者として選定し、契約締結に向けた手続きを行う。評

価に際し、技術提案書のヒアリング審査を次の日程で実施する。 

 ヒアリング審査 日程 令和 5年 6月19日（月） 



 5  その他 

  (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 

      日本語及び日本国通貨 

  (2) 契約保証金の納付義務 

      有。ただし、名古屋市契約規則（昭和39年名古屋市規則第17号）第31条

の規定に該当する場合に免除する。 

(3) 企画提案書等の作成等提案に関して必要となる一切の費用は、提案者の

負担とする。 

  (4) 次に該当する提案は、無効とする。 

ア 本公告に示した参加資格を有しない者の提案 

イ 技術提案書等に虚偽の記載をした者の提案 

ウ 技術提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した提案 

エ 設計施工業務に関する提案価格が上限提案価格を超える提案 

オ 審査の公平性に影響を与える行為をした者の提案 

  (5) 受付期間後は提出された技術提案書等の差替えまたは再提出は認めない

（本市から指示があった場合を除く。）。 

  (6) その他 

  その他詳細は、募集要項及び要求水準書その他関係資料による。 



      プロポーザル実施公告 

  次のとおり公募型プロポーザルを行いますので、参加を希望される方は、必

要な書類を提出してください。 

    令和 5年 4月20日 

名古屋市長  河 村 た か し  

 1 事業の概要 

  (1) 事業名    中川小学校始め2校トイレ洋式化改修事業 

（明るいトイレ改修） 

  (2) 事業内容   別紙「募集要項」及び「要求水準書」のとおり 

  (3) 履行期間   契約締結日から令和 6年 3月31日 

  (4) 履行場所   中川小学校：名古屋市港区辰巳町37番6号 

大磯小学校：名古屋市南区北内町5丁目1番地 

  (5) 上限提案価格 45,840千円 

  (6) 発注者    名古屋市 

 2  参加資格 

 本プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる要件をすべて満たして

いることが必要である。 

(1) 参加者等の構成 

ア 参加者は単体企業あるいは複数の構成員からなる任意に結成された連

合体（以下「コンソーシアム」という。）とする。 

イ 単体企業で参加する場合は、「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入札参

加資格者（申請業種：建築工事・管工事・電気工事のいずれか）」の者

であること。 



ウ コンソーシアムは、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。なお、

コンソーシアムの構成員は、他のコンソーシアムの構成員又は単体企業

として本プロポーザルに参加することはできない。また、構成員と資本

面又は人事面において密接な関連のあるものについても、他のコンソー

シアムの構成員になることができない。 

(ｱ) コンソーシアムの構成員は、工事の施工を担当する者及び工事監理

業務を担当する者等、必要とされる事業者からなるものとする。 

(ｲ) コンソーシアムの代表企業（コンソーシアムの構成員の中で応募手

続きを行い、本市との対応窓口となる法人）を応募時に明らかにする

こと。 

(ｳ) コンソーシアムの代表企業は、「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入

札参加資格者（申請業種：建築工事・管工事・電気工事のいずれ

か）」の者であること。 

(ｴ) 雇用期間を特に限定することなく、参加者（コンソーシアムの場合

は代表企業）と 3か月以上の雇用関係にある者を、本業務全体の統括

責任者として専任で配置できること。 

エ 業務実施体制は、事業を円滑に進めるため、以下の体制とする。 

(ｱ) 単体企業あるいはコンソーシアムは、全体業務を統括的に管理する

統括責任者のもと、簡易設計業務における管理技術者、施工業務にお

ける現場代理人、主任技術者又は監理技術者（以下「主任技術者等」

という。）及び工事監理業務における工事監理者を配置する。 

(ｲ) 工事に係る簡易設計業務の管理技術者と工事監理業務の工事監理者

は同一人とすることができる。 

(2) 本事業に参加する単体企業あるいはコンソーシアムの構成員の参加資格

要件 

本事業に参加する単体企業あるいはコンソーシアムの構成員は、参加

表明書の提出日（以下「基準日」という。）において、次に掲げる要件

をすべて満たすものとする。なお、基準日から特定者の決定までの間に、

次に掲げる要件を一つでも満たさなくなった場合は、参加資格を取り消

すものとする。 



ア 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。) 

第 167条の 4第 1項の規定に該当しない者であること。 

イ 施行令第 167条の 4第 2項各号に該当する事実があった後 3年を経

過しない者 (当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱（15

財用第 5号）に基づく指名停止 (以下「指名停止」という。) を受け

ている者を除く。) 又はその者を代理人、支配人その他の使用人若し

くは入札代理人として使用する者でないこと。 

ウ 「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入札参加資格者（申請業種：建築

工事・管工事・電気工事）」を有していない者においては、本事業に

かかる応募書類提出までに資格審査の申請を行い、本契約の締結日ま

でに当該資格を有すると認定された者であること。 

エ 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立

てがなされている者 (同法に基づく更生手続開始の決定後、ウに掲げ

る本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。 

オ 民事再生法（平成11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者 (同法に基づく再生手続開始の決定後、ウに掲げ

る本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。 

カ 中小企業等協同組合法 (昭和24年法律第 181号) 、中小企業団体の

組織に関する法律 (昭和32年法律第 185号) 又は商店街振興組合法 

(昭和37年法律第 141号）又は有限責任事業組合契約に関する法律(平

成17年法律第40号)によって設立された事業協同組合等においては、

当該組合の組合員が本プロポーザルに参加しようとしない者であるこ

と。 

キ 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に指名停止

の期間がない者であること。本市の競争入札参加資格を有しない者に

あっては、本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に

指名停止の措置要件に該当する行為を行っていない者であること。 

ク 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定の日までの間に名

古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書

（平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結）及び



名古屋市が行う調達契約等からの暴力団 関係事業者の排除に関する

取扱要綱（19財契第 103号）に基づく排除措置の期間がない者である

こと。 

ケ 雇用期間を特に限定することなく、参加者と 3か月以上の雇用関

係にあり、要求水準書に示す要件を満たす者を設計管理技術者・監理

業務責任者として配置できること（配置予定者の実績及び資格の確認

は、技術提案時に行うものとする。）。また同様に雇用期間を特に限

定することなく、参加者と 3か月以上の雇用関係にあり、要求水準書

に示す要件を満たす者を現場代理人及び施工管理責任者として、本業

務の施工業務に配置できること（配置予定者は、施工業務の契約期間

が重複する場合は、契約ごとに専任で配置する必要がある。ただし、

配置予定者の兼任については「名古屋市工事請負契約約款」の基準に

よるものとする。また、配置予定者の実績及び資格の確認は、技術提

案時に行うものとする。）。

コ 平成20年度以降に工事が完了し、引渡しが済んだ学校教育法第 1

条に規定する学校（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学

校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校）、各種事

務所又は商業施設等の施設において、トイレ新設または改修の工事を

施工あるいは設計した実績があること。 

 3  参加手続等 

  (1) 担当部署及び問い合わせ先 

      〒460-8508  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

                  名古屋市教育委員会事務局総務部学校施設課営繕係 

                  （名古屋市役所東庁舎 6階） 

                  電話  052-972-3223  ＦＡＸ  052-972-4176 

電子メールアドレス  a3223@kyoiku.city.nagoya.lg.jp 

  (2) 募集要項及び要求水準書等関係資料の入手方法 

      名古屋市ホームページの調達情報サービスからダウンロードする。 

      （調達情報サービス https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/ ） 



(3) 参加表明書の提出 

ア 受付期間 

  令和 5年 4月20日（木）から 6月 5日（月）午後 5時まで 

イ 提出場所 

(1) に同じ 

ウ 提出書類 

参加表明書、参加者構成概要表及び参加資格確認調書 

エ 提出部数 

      1部 

オ 提出方法 

  持参又は郵送（簡易書留又は書留）による 

  郵送の場合は、受付期間内に必着のこと 

  (4) 技術提案書等の提出 

ア 受付期間 

  令和 5年 4月20日（木）から 6月 5日（月）午後 5時まで 

イ 提出場所 

(1) に同じ 

ウ 提出部数 

    5部（正本 1部、副本 4部） 

エ 提出方法 

  持参又は郵送（簡易書留又は書留）による 

  郵送の場合は、受付期間内に必着のこと 

4  審査の手続き及び契約候補者の選定 

 提出された技術提案書等について、別途定めた審査基準書に基づき審査を

実施する。技術提案書等の評価は、学識経験者から選任する「名古屋市立学

校トイレ洋式化改修事業に係るプロポーザル評価委員」が行い、最も優れて

いる提案者を優秀提案者として選定し、契約締結に向けた手続きを行う。評

価に際し、技術提案書のヒアリング審査を次の日程で実施する。 

 ヒアリング審査 日程 令和 5年 6月19日（月） 



 5  その他 

  (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 

      日本語及び日本国通貨 

  (2) 契約保証金の納付義務 

      有。ただし、名古屋市契約規則（昭和39年名古屋市規則第17号）第31条

の規定に該当する場合に免除する。 

(3) 企画提案書等の作成等提案に関して必要となる一切の費用は、提案者の

負担とする。 

  (4) 次に該当する提案は、無効とする。 

ア 本公告に示した参加資格を有しない者の提案 

イ 技術提案書等に虚偽の記載をした者の提案 

ウ 技術提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した提案 

エ 設計施工業務に関する提案価格が上限提案価格を超える提案 

オ 審査の公平性に影響を与える行為をした者の提案 

  (5) 受付期間後は提出された技術提案書等の差替えまたは再提出は認めない

（本市から指示があった場合を除く。）。 

  (6) その他 

  その他詳細は、募集要項及び要求水準書その他関係資料による。 



      プロポーザル実施公告 

  次のとおり公募型プロポーザルを行いますので、参加を希望される方は、必

要な書類を提出してください。 

    令和 5年 4月20日 

名古屋市長  河 村 た か し  

 1 事業の概要 

  (1) 事業名    黒石小学校始め2校トイレ洋式化改修事業 

（明るいトイレ改修） 

  (2) 事業内容   別紙「募集要項」及び「要求水準書」のとおり 

  (3) 履行期間   契約締結日から令和 6年 3月31日 

  (4) 履行場所   黒石小学校：名古屋市緑区黒沢台二丁目1533番地 

鎌倉台中学校：名古屋市緑区鎌倉台二丁目402番地 

  (5) 上限提案価格 41,120千円 

  (6) 発注者    名古屋市 

 2  参加資格 

 本プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる要件をすべて満たして

いることが必要である。 

(1) 参加者等の構成 

ア 参加者は単体企業あるいは複数の構成員からなる任意に結成された連

合体（以下「コンソーシアム」という。）とする。 

イ 単体企業で参加する場合は、「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入札参

加資格者（申請業種：建築工事・管工事・電気工事のいずれか）」の者

であること。 



ウ コンソーシアムは、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。なお、

コンソーシアムの構成員は、他のコンソーシアムの構成員又は単体企業

として本プロポーザルに参加することはできない。また、構成員と資本

面又は人事面において密接な関連のあるものについても、他のコンソー

シアムの構成員になることができない。 

(ｱ) コンソーシアムの構成員は、工事の施工を担当する者及び工事監理

業務を担当する者等、必要とされる事業者からなるものとする。 

(ｲ) コンソーシアムの代表企業（コンソーシアムの構成員の中で応募手

続きを行い、本市との対応窓口となる法人）を応募時に明らかにする

こと。 

(ｳ) コンソーシアムの代表企業は、「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入

札参加資格者（申請業種：建築工事・管工事・電気工事のいずれ

か）」の者であること。 

(ｴ) 雇用期間を特に限定することなく、参加者（コンソーシアムの場合

は代表企業）と 3か月以上の雇用関係にある者を、本業務全体の統括

責任者として専任で配置できること。 

エ 業務実施体制は、事業を円滑に進めるため、以下の体制とする。 

(ｱ) 単体企業あるいはコンソーシアムは、全体業務を統括的に管理する

統括責任者のもと、簡易設計業務における管理技術者、施工業務にお

ける現場代理人、主任技術者又は監理技術者（以下「主任技術者等」

という。）及び工事監理業務における工事監理者を配置する。 

(ｲ) 工事に係る簡易設計業務の管理技術者と工事監理業務の工事監理者

は同一人とすることができる。 

(2) 本事業に参加する単体企業あるいはコンソーシアムの構成員の参加資格

要件 

本事業に参加する単体企業あるいはコンソーシアムの構成員は、参加

表明書の提出日（以下「基準日」という。）において、次に掲げる要件

をすべて満たすものとする。なお、基準日から特定者の決定までの間に、

次に掲げる要件を一つでも満たさなくなった場合は、参加資格を取り消

すものとする。 



ア 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。) 

第 167条の 4第 1項の規定に該当しない者であること。 

イ 施行令第 167条の 4第 2項各号に該当する事実があった後 3年を経

過しない者 (当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱（15

財用第 5号）に基づく指名停止 (以下「指名停止」という。) を受け

ている者を除く。) 又はその者を代理人、支配人その他の使用人若し

くは入札代理人として使用する者でないこと。 

ウ 「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入札参加資格者（申請業種：建築

工事・管工事・電気工事）」を有していない者においては、本事業に

かかる応募書類提出までに資格審査の申請を行い、本契約の締結日ま

でに当該資格を有すると認定された者であること。 

エ 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立

てがなされている者 (同法に基づく更生手続開始の決定後、ウに掲げ

る本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。 

オ 民事再生法（平成11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者 (同法に基づく再生手続開始の決定後、ウに掲げ

る本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。 

カ 中小企業等協同組合法 (昭和24年法律第 181号) 、中小企業団体の

組織に関する法律 (昭和32年法律第 185号) 又は商店街振興組合法 

(昭和37年法律第 141号）又は有限責任事業組合契約に関する法律(平

成17年法律第40号)によって設立された事業協同組合等においては、

当該組合の組合員が本プロポーザルに参加しようとしない者であるこ

と。 

キ 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に指名停止

の期間がない者であること。本市の競争入札参加資格を有しない者に

あっては、本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に

指名停止の措置要件に該当する行為を行っていない者であること。 

ク 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定の日までの間に名

古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書

（平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結）及び



名古屋市が行う調達契約等からの暴力団 関係事業者の排除に関する

取扱要綱（19財契第 103号）に基づく排除措置の期間がない者である

こと。 

ケ 雇用期間を特に限定することなく、参加者と 3か月以上の雇用関

係にあり、要求水準書に示す要件を満たす者を設計管理技術者・監理

業務責任者として配置できること（配置予定者の実績及び資格の確認

は、技術提案時に行うものとする。）。また同様に雇用期間を特に限

定することなく、参加者と 3か月以上の雇用関係にあり、要求水準書

に示す要件を満たす者を現場代理人及び施工管理責任者として、本業

務の施工業務に配置できること（配置予定者は、施工業務の契約期間

が重複する場合は、契約ごとに専任で配置する必要がある。ただし、

配置予定者の兼任については「名古屋市工事請負契約約款」の基準に

よるものとする。また、配置予定者の実績及び資格の確認は、技術提

案時に行うものとする。）。

コ 平成20年度以降に工事が完了し、引渡しが済んだ学校教育法第 1

条に規定する学校（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学

校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校）、各種事

務所又は商業施設等の施設において、トイレ新設または改修の工事を

施工あるいは設計した実績があること。 

 3  参加手続等 

  (1) 担当部署及び問い合わせ先 

      〒460-8508  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

                  名古屋市教育委員会事務局総務部学校施設課営繕係 

                  （名古屋市役所東庁舎 6階） 

                  電話  052-972-3223  ＦＡＸ  052-972-4176 

電子メールアドレス  a3223@kyoiku.city.nagoya.lg.jp 

  (2) 募集要項及び要求水準書等関係資料の入手方法 

      名古屋市ホームページの調達情報サービスからダウンロードする。 

      （調達情報サービス https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/ ） 



(3) 参加表明書の提出 

ア 受付期間 

  令和 5年 4月20日（木）から 6月 5日（月）午後 5時まで 

イ 提出場所 

(1) に同じ 

ウ 提出書類 

参加表明書、参加者構成概要表及び参加資格確認調書 

エ 提出部数 

      1部 

オ 提出方法 

  持参又は郵送（簡易書留又は書留）による 

  郵送の場合は、受付期間内に必着のこと 

  (4) 技術提案書等の提出 

ア 受付期間 

  令和 5年 4月20日（木）から 6月 5日（月）午後 5時まで 

イ 提出場所 

(1) に同じ 

ウ 提出部数 

    5部（正本 1部、副本 4部） 

エ 提出方法 

  持参又は郵送（簡易書留又は書留）による 

  郵送の場合は、受付期間内に必着のこと 

4  審査の手続き及び契約候補者の選定 

 提出された技術提案書等について、別途定めた審査基準書に基づき審査を

実施する。技術提案書等の評価は、学識経験者から選任する「名古屋市立学

校トイレ洋式化改修事業に係るプロポーザル評価委員」が行い、最も優れて

いる提案者を優秀提案者として選定し、契約締結に向けた手続きを行う。評

価に際し、技術提案書のヒアリング審査を次の日程で実施する。 

 ヒアリング審査 日程 令和 5年 6月19日（月） 



 5  その他 

  (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 

      日本語及び日本国通貨 

  (2) 契約保証金の納付義務 

      有。ただし、名古屋市契約規則（昭和39年名古屋市規則第17号）第31条

の規定に該当する場合に免除する。 

(3) 企画提案書等の作成等提案に関して必要となる一切の費用は、提案者の

負担とする。 

  (4) 次に該当する提案は、無効とする。 

ア 本公告に示した参加資格を有しない者の提案 

イ 技術提案書等に虚偽の記載をした者の提案 

ウ 技術提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した提案 

エ 設計施工業務に関する提案価格が上限提案価格を超える提案 

オ 審査の公平性に影響を与える行為をした者の提案 

  (5) 受付期間後は提出された技術提案書等の差替えまたは再提出は認めない

（本市から指示があった場合を除く。）。 

  (6) その他 

  その他詳細は、募集要項及び要求水準書その他関係資料による。 



      プロポーザル実施公告 

  次のとおり公募型プロポーザルを行いますので、参加を希望される方は、必

要な書類を提出してください。 

    令和 5年 4月20日 

名古屋市長  河 村 た か し  

 1 事業の概要 

  (1) 事業名    梅森坂小学校始め2校トイレ洋式化改修事業 

（明るいトイレ改修） 

  (2) 事業内容   別紙「募集要項」及び「要求水準書」のとおり 

  (3) 履行期間   契約締結日から令和 6年 3月31日 

  (4) 履行場所   梅森坂小学校：名古屋市名東区梅森坂四丁目201番地 

植田南小学校：名古屋市天白区植田三丁目301番地 

  (5) 上限提案価格 52,980千円 

  (6) 発注者    名古屋市 

 2  参加資格 

 本プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる要件をすべて満たして

いることが必要である。 

(1) 参加者等の構成 

ア 参加者は単体企業あるいは複数の構成員からなる任意に結成された連

合体（以下「コンソーシアム」という。）とする。 

イ 単体企業で参加する場合は、「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入札参

加資格者（申請業種：建築工事・管工事・電気工事のいずれか）」の者

であること。 



ウ コンソーシアムは、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。なお、

コンソーシアムの構成員は、他のコンソーシアムの構成員又は単体企業

として本プロポーザルに参加することはできない。また、構成員と資本

面又は人事面において密接な関連のあるものについても、他のコンソー

シアムの構成員になることができない。 

(ｱ) コンソーシアムの構成員は、工事の施工を担当する者及び工事監理

業務を担当する者等、必要とされる事業者からなるものとする。 

(ｲ) コンソーシアムの代表企業（コンソーシアムの構成員の中で応募手

続きを行い、本市との対応窓口となる法人）を応募時に明らかにする

こと。 

(ｳ) コンソーシアムの代表企業は、「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入

札参加資格者（申請業種：建築工事・管工事・電気工事のいずれ

か）」の者であること。 

(ｴ) 雇用期間を特に限定することなく、参加者（コンソーシアムの場合

は代表企業）と 3か月以上の雇用関係にある者を、本業務全体の統括

責任者として専任で配置できること。 

エ 業務実施体制は、事業を円滑に進めるため、以下の体制とする。 

(ｱ) 単体企業あるいはコンソーシアムは、全体業務を統括的に管理する

統括責任者のもと、簡易設計業務における管理技術者、施工業務にお

ける現場代理人、主任技術者又は監理技術者（以下「主任技術者等」

という。）及び工事監理業務における工事監理者を配置する。 

(ｲ) 工事に係る簡易設計業務の管理技術者と工事監理業務の工事監理者

は同一人とすることができる。 

(2) 本事業に参加する単体企業あるいはコンソーシアムの構成員の参加資格

要件 

本事業に参加する単体企業あるいはコンソーシアムの構成員は、参加

表明書の提出日（以下「基準日」という。）において、次に掲げる要件

をすべて満たすものとする。なお、基準日から特定者の決定までの間に、

次に掲げる要件を一つでも満たさなくなった場合は、参加資格を取り消

すものとする。 



ア 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。) 

第 167条の 4第 1項の規定に該当しない者であること。 

イ 施行令第 167条の 4第 2項各号に該当する事実があった後 3年を経

過しない者 (当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱（15

財用第 5号）に基づく指名停止 (以下「指名停止」という。) を受け

ている者を除く。) 又はその者を代理人、支配人その他の使用人若し

くは入札代理人として使用する者でないこと。 

ウ 「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入札参加資格者（申請業種：建築

工事・管工事・電気工事）」を有していない者においては、本事業に

かかる応募書類提出までに資格審査の申請を行い、本契約の締結日ま

でに当該資格を有すると認定された者であること。 

エ 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立

てがなされている者 (同法に基づく更生手続開始の決定後、ウに掲げ

る本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。 

オ 民事再生法（平成11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者 (同法に基づく再生手続開始の決定後、ウに掲げ

る本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。 

カ 中小企業等協同組合法 (昭和24年法律第 181号) 、中小企業団体の

組織に関する法律 (昭和32年法律第 185号) 又は商店街振興組合法 

(昭和37年法律第 141号）又は有限責任事業組合契約に関する法律(平

成17年法律第40号)によって設立された事業協同組合等においては、

当該組合の組合員が本プロポーザルに参加しようとしない者であるこ

と。 

キ 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に指名停止

の期間がない者であること。本市の競争入札参加資格を有しない者に

あっては、本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に

指名停止の措置要件に該当する行為を行っていない者であること。 

ク 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定の日までの間に名

古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書

（平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結）及び



名古屋市が行う調達契約等からの暴力団 関係事業者の排除に関する

取扱要綱（19財契第 103号）に基づく排除措置の期間がない者である

こと。 

ケ 雇用期間を特に限定することなく、参加者と 3か月以上の雇用関

係にあり、要求水準書に示す要件を満たす者を設計管理技術者・監理

業務責任者として配置できること（配置予定者の実績及び資格の確認

は、技術提案時に行うものとする。）。また同様に雇用期間を特に限

定することなく、参加者と 3か月以上の雇用関係にあり、要求水準書

に示す要件を満たす者を現場代理人及び施工管理責任者として、本業

務の施工業務に配置できること（配置予定者は、施工業務の契約期間

が重複する場合は、契約ごとに専任で配置する必要がある。ただし、

配置予定者の兼任については「名古屋市工事請負契約約款」の基準に

よるものとする。また、配置予定者の実績及び資格の確認は、技術提

案時に行うものとする。）。

コ 平成20年度以降に工事が完了し、引渡しが済んだ学校教育法第 1

条に規定する学校（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学

校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校）、各種事

務所又は商業施設等の施設において、トイレ新設または改修の工事を

施工あるいは設計した実績があること。 

 3  参加手続等 

  (1) 担当部署及び問い合わせ先 

      〒460-8508  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

                  名古屋市教育委員会事務局総務部学校施設課営繕係 

                  （名古屋市役所東庁舎 6階） 

                  電話  052-972-3223  ＦＡＸ  052-972-4176 

電子メールアドレス  a3223@kyoiku.city.nagoya.lg.jp 

  (2) 募集要項及び要求水準書等関係資料の入手方法 

      名古屋市ホームページの調達情報サービスからダウンロードする。 

      （調達情報サービス https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/ ） 



(3) 参加表明書の提出 

ア 受付期間 

  令和 5年 4月20日（木）から 6月 5日（月）午後 5時まで 

イ 提出場所 

(1) に同じ 

ウ 提出書類 

参加表明書、参加者構成概要表及び参加資格確認調書 

エ 提出部数 

      1部 

オ 提出方法 

  持参又は郵送（簡易書留又は書留）による 

  郵送の場合は、受付期間内に必着のこと 

  (4) 技術提案書等の提出 

ア 受付期間 

  令和 5年 4月20日（木）から 6月 5日（月）午後 5時まで 

イ 提出場所 

(1) に同じ 

ウ 提出部数 

    5部（正本 1部、副本 4部） 

エ 提出方法 

  持参又は郵送（簡易書留又は書留）による 

  郵送の場合は、受付期間内に必着のこと 

4  審査の手続き及び契約候補者の選定 

 提出された技術提案書等について、別途定めた審査基準書に基づき審査を

実施する。技術提案書等の評価は、学識経験者から選任する「名古屋市立学

校トイレ洋式化改修事業に係るプロポーザル評価委員」が行い、最も優れて

いる提案者を優秀提案者として選定し、契約締結に向けた手続きを行う。評

価に際し、技術提案書のヒアリング審査を次の日程で実施する。 

 ヒアリング審査 日程 令和 5年 6月19日（月） 



 5  その他 

  (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 

      日本語及び日本国通貨 

  (2) 契約保証金の納付義務 

      有。ただし、名古屋市契約規則（昭和39年名古屋市規則第17号）第31条

の規定に該当する場合に免除する。 

(3) 企画提案書等の作成等提案に関して必要となる一切の費用は、提案者の

負担とする。 

  (4) 次に該当する提案は、無効とする。 

ア 本公告に示した参加資格を有しない者の提案 

イ 技術提案書等に虚偽の記載をした者の提案 

ウ 技術提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した提案 

エ 設計施工業務に関する提案価格が上限提案価格を超える提案 

オ 審査の公平性に影響を与える行為をした者の提案 

  (5) 受付期間後は提出された技術提案書等の差替えまたは再提出は認めない

（本市から指示があった場合を除く。）。 

  (6) その他 

  その他詳細は、募集要項及び要求水準書その他関係資料による。 



      プロポーザル実施公告 

  次のとおり公募型プロポーザルを行いますので、参加を希望される方は、必

要な書類を提出してください。 

    令和 5年 4月20日 

名古屋市長  河 村 た か し  

 1 事業の概要 

  (1) 事業名    牧の原小学校始め2校トイレ洋式化改修事業 

（明るいトイレ改修） 

  (2) 事業内容   別紙「募集要項」及び「要求水準書」のとおり 

  (3) 履行期間   契約締結日から令和 6年 3月31日 

  (4) 履行場所   牧の原小学校：名古屋市名東区牧の原三丁目401番地 

森孝中学校：名古屋市守山区四軒家二丁目405番地 

  (5) 上限提案価格 45,000千円 

  (6) 発注者    名古屋市 

 2  参加資格 

 本プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる要件をすべて満たして

いることが必要である。 

(1) 参加者等の構成 

ア 参加者は単体企業あるいは複数の構成員からなる任意に結成された連

合体（以下「コンソーシアム」という。）とする。 

イ 単体企業で参加する場合は、「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入札参

加資格者（申請業種：建築工事・管工事・電気工事のいずれか）」の者

であること。 



ウ コンソーシアムは、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。なお、

コンソーシアムの構成員は、他のコンソーシアムの構成員又は単体企業

として本プロポーザルに参加することはできない。また、構成員と資本

面又は人事面において密接な関連のあるものについても、他のコンソー

シアムの構成員になることができない。 

(ｱ) コンソーシアムの構成員は、工事の施工を担当する者及び工事監理

業務を担当する者等、必要とされる事業者からなるものとする。 

(ｲ) コンソーシアムの代表企業（コンソーシアムの構成員の中で応募手

続きを行い、本市との対応窓口となる法人）を応募時に明らかにする

こと。 

(ｳ) コンソーシアムの代表企業は、「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入

札参加資格者（申請業種：建築工事・管工事・電気工事のいずれ

か）」の者であること。 

(ｴ) 雇用期間を特に限定することなく、参加者（コンソーシアムの場合

は代表企業）と 3か月以上の雇用関係にある者を、本業務全体の統括

責任者として専任で配置できること。 

エ 業務実施体制は、事業を円滑に進めるため、以下の体制とする。 

(ｱ) 単体企業あるいはコンソーシアムは、全体業務を統括的に管理する

統括責任者のもと、簡易設計業務における管理技術者、施工業務にお

ける現場代理人、主任技術者又は監理技術者（以下「主任技術者等」

という。）及び工事監理業務における工事監理者を配置する。 

(ｲ) 工事に係る簡易設計業務の管理技術者と工事監理業務の工事監理者

は同一人とすることができる。 

(2) 本事業に参加する単体企業あるいはコンソーシアムの構成員の参加資格

要件 

本事業に参加する単体企業あるいはコンソーシアムの構成員は、参加

表明書の提出日（以下「基準日」という。）において、次に掲げる要件

をすべて満たすものとする。なお、基準日から特定者の決定までの間に、

次に掲げる要件を一つでも満たさなくなった場合は、参加資格を取り消

すものとする。 



ア 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。) 

第 167条の 4第 1項の規定に該当しない者であること。 

イ 施行令第 167条の 4第 2項各号に該当する事実があった後 3年を経

過しない者 (当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱（15

財用第 5号）に基づく指名停止 (以下「指名停止」という。) を受け

ている者を除く。) 又はその者を代理人、支配人その他の使用人若し

くは入札代理人として使用する者でないこと。 

ウ 「令和 5年・ 6年度名古屋市競争入札参加資格者（申請業種：建築

工事・管工事・電気工事）」を有していない者においては、本事業に

かかる応募書類提出までに資格審査の申請を行い、本契約の締結日ま

でに当該資格を有すると認定された者であること。 

エ 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立

てがなされている者 (同法に基づく更生手続開始の決定後、ウに掲げ

る本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。 

オ 民事再生法（平成11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者 (同法に基づく再生手続開始の決定後、ウに掲げ

る本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。 

カ 中小企業等協同組合法 (昭和24年法律第 181号) 、中小企業団体の

組織に関する法律 (昭和32年法律第 185号) 又は商店街振興組合法 

(昭和37年法律第 141号）又は有限責任事業組合契約に関する法律(平

成17年法律第40号)によって設立された事業協同組合等においては、

当該組合の組合員が本プロポーザルに参加しようとしない者であるこ

と。 

キ 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に指名停止

の期間がない者であること。本市の競争入札参加資格を有しない者に

あっては、本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に

指名停止の措置要件に該当する行為を行っていない者であること。 

ク 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定の日までの間に名

古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書

（平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結）及び



名古屋市が行う調達契約等からの暴力団 関係事業者の排除に関する

取扱要綱（19財契第 103号）に基づく排除措置の期間がない者である

こと。 

ケ 雇用期間を特に限定することなく、参加者と 3か月以上の雇用関

係にあり、要求水準書に示す要件を満たす者を設計管理技術者・監理

業務責任者として配置できること（配置予定者の実績及び資格の確認

は、技術提案時に行うものとする。）。また同様に雇用期間を特に限

定することなく、参加者と 3か月以上の雇用関係にあり、要求水準書

に示す要件を満たす者を現場代理人及び施工管理責任者として、本業

務の施工業務に配置できること（配置予定者は、施工業務の契約期間

が重複する場合は、契約ごとに専任で配置する必要がある。ただし、

配置予定者の兼任については「名古屋市工事請負契約約款」の基準に

よるものとする。また、配置予定者の実績及び資格の確認は、技術提

案時に行うものとする。）。

コ 平成20年度以降に工事が完了し、引渡しが済んだ学校教育法第 1

条に規定する学校（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学

校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校）、各種事

務所又は商業施設等の施設において、トイレ新設または改修の工事を

施工あるいは設計した実績があること。 

 3  参加手続等 

  (1) 担当部署及び問い合わせ先 

      〒460-8508  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

                  名古屋市教育委員会事務局総務部学校施設課営繕係 

                  （名古屋市役所東庁舎 6階） 

                  電話  052-972-3223  ＦＡＸ  052-972-4176 

電子メールアドレス  a3223@kyoiku.city.nagoya.lg.jp 

  (2) 募集要項及び要求水準書等関係資料の入手方法 

      名古屋市ホームページの調達情報サービスからダウンロードする。 

      （調達情報サービス https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/ ） 



(3) 参加表明書の提出 

ア 受付期間 

  令和 5年 4月20日（木）から 6月 5日（月）午後 5時まで 

イ 提出場所 

(1) に同じ 

ウ 提出書類 

参加表明書、参加者構成概要表及び参加資格確認調書 

エ 提出部数 

      1部 

オ 提出方法 

  持参又は郵送（簡易書留又は書留）による 

  郵送の場合は、受付期間内に必着のこと 

  (4) 技術提案書等の提出 

ア 受付期間 

  令和 5年 4月20日（木）から 6月 5日（月）午後 5時まで 

イ 提出場所 

(1) に同じ 

ウ 提出部数 

    5部（正本 1部、副本 4部） 

エ 提出方法 

  持参又は郵送（簡易書留又は書留）による 

  郵送の場合は、受付期間内に必着のこと 

4  審査の手続き及び契約候補者の選定 

 提出された技術提案書等について、別途定めた審査基準書に基づき審査を

実施する。技術提案書等の評価は、学識経験者から選任する「名古屋市立学

校トイレ洋式化改修事業に係るプロポーザル評価委員」が行い、最も優れて

いる提案者を優秀提案者として選定し、契約締結に向けた手続きを行う。評

価に際し、技術提案書のヒアリング審査を次の日程で実施する。 

 ヒアリング審査 日程 令和 5年 6月19日（月） 



 5  その他 

  (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 

      日本語及び日本国通貨 

  (2) 契約保証金の納付義務 

      有。ただし、名古屋市契約規則（昭和39年名古屋市規則第17号）第31条

の規定に該当する場合に免除する。 

(3) 企画提案書等の作成等提案に関して必要となる一切の費用は、提案者の

負担とする。 

  (4) 次に該当する提案は、無効とする。 

ア 本公告に示した参加資格を有しない者の提案 

イ 技術提案書等に虚偽の記載をした者の提案 

ウ 技術提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した提案 

エ 設計施工業務に関する提案価格が上限提案価格を超える提案 

オ 審査の公平性に影響を与える行為をした者の提案 

  (5) 受付期間後は提出された技術提案書等の差替えまたは再提出は認めない

（本市から指示があった場合を除く。）。 

  (6) その他 

  その他詳細は、募集要項及び要求水準書その他関係資料による。 


